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本事例における留意点

前期（平成26年３月期）に購入した減価償却資産に係る値引きを受けた場合、その値引額

のうち一定の金額をその減価償却資産の取得価額から減額することができる。

事 例

当社は食品の製造業を主たる事業としており、前期（平成26年３月期）に食料品製造業用

装置を10,000,000円（税抜き）で購入したところ、作業効率が向上したため、さらに老朽化

した製造設備を廃棄し、同じ食料品製造業用装置を追加購入することを検討しました。

当社は、この食料品製造業用装置の製造メーカーに対して、同じ食料品製造業用装置の追加

購入を検討している旨を伝え、値引きを要求したところ、当期に購入するＢ機械装置の値引き

だけでなく、前期に購入したＡ機械装置についても本体価格300,000円及び消費税等15,000

円の合計315,000円の値引きに合意してもらいました。

当社は、このＡ機械装置に係る値引きを取得価額から減算するという会計処理をしましたが、

税務処理も同様でよろしいですか。

なお、Ａ機械装置の前期の減価償却後の帳簿価額は8,000,000円です。

【当社の会計処理】

銀行預金 315,000円 ╱ Ａ機械装置 300,000円

╱ 仮払消費税等 15,000円
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Ⅰ 本事例における法令等の検討

１ 購入した減価償却資産の取得価額

法人税法施行令第54条 減価償却資産

の取得価額 第１項１号において、購入し

た減価償却資産の取得価額について規定さ

れています。

第54条 減価償却資産の第48条から

第50条まで（減価償却資産の償却

の方法）に規定する取得価額は、次

の各号に掲げる資産の区分に応じ当

該各号に定める金額とする。

一 購入した減価償却資産 次に掲

げる金額の合計額

イ 当該資産の購入の代価（引取

運賃、荷役費、運送保険料、購

入手数料、関税（関税法第２条

第１項第４号の２（定義）に規

定する附帯税を除く。）その他

当該資産の購入のために要した

費用がある場合には、その費用

の額を加算した金額）

ロ 当該資産を事業の用に供する

ために直接要した費用の額

２ 固定資産について値引き等があった

場合

減価償却資産を含む固定資産について値

引き等があった場合について、法人税基本

通達７―３―17の２ 固定資産について

値引き等があった場合 では、以下のよう

に定められています。

法人の有する固定資産について値引き、割戻し又は割引（以下７―３―17の２におい

て「値引き等」という。）があった場合には、その値引き等のあった日の属する事業年度

の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額

を減額することができるものとする。

(算式)

値引き等の額×
値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額

値引き等の直前における当該固定資産の取得価額

１ 当該固定資産が法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき

は、算式の分母及び分子の金額はその圧縮記帳後の金額によることに留意する。

２ 当該固定資産についてその値引き等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度

（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）から繰り越

された特別償却不足額（特別償却準備金の積立不足額を含む。以下７―３―17の２

において同じ。）があるときは、当該特別償却不足額の生じた事業年度（その事業年

度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）においてその値引き等が

あったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰り越された特

別償却不足額を修正するものとする。
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Ⅱ 本事例における取扱いの検討

１ 減価償却資産の取得価額を減額して

いるか

上記Ⅰ２に記載のとおり、『法人の有す

る固定資産について値引き、割戻し又は割

引（値引き等）があった場合には、その値

引き等のあった日の属する事業年度の確定

した決算において次の算式により計算した

金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を

減額することができるものとする。』と定

められており、法人が値引き等を雑収入等

の収益科目に計上した場合には、その取扱

いは認められないものと えられますが、

貴社は、Ａ機械装置に係る値引き等をその

機械装置の取得価額から減額する会計処理

を行い、雑収入等の収益科目に計上しない

ことから、通達の取扱いが認められます。

２ 減額する金額の計算

貴社が前期に購入したＡ機械装置の取得

価額は10,000,000円であり、前期の減価

償却後の帳簿価額は8,000,000円であるこ

と か ら、300,000円 × 8,000,000円 /

10,000,000円＝240,000円が減額するこ

とができる限度額となります。

ところで、貴社はＡ機械装置の取得価額

から300,000円を減額しており、減額する

ことができる240,000円を超えているため、

その超える部分の金額60,000円について

は、前期に購入したＡ機械装置の購入代価

の修正であることから、前期損益修正益と

して計上することが相当です。

したがって、貴社は会計処理を修正する

必要があります。

なお、貴社が製造メーカーからＡ機械装

置を購入した時点の消費税率は５％である

ことから、本体価格300,000円に消費税等

15,000円も加えて合計315,000円が対価

の返還となります。

（貴社）

【会計処理】

銀行預金 315,000円 ╱ Ａ機械装置 300,000円

╱ 仮払消費税等 15,000円

【税務処理】

銀行預金 315,000円 ╱ Ａ機械装置 240,000円

╱ 前期損益修正益 60,000円

╱ 仮払消費税等 15,000円

【会計修正】

Ａ機械装置 60,000円 ╱ 前期損益修正益 60,000円
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〔参 考〕

貴社と製造メーカーとの交渉により、当

期において製造メーカーから販売奨励金を

受領することに合意した場合には、Ａ機械

装置の取得価額を減額するのではなく、雑

収入として会計処理することになります。

なお、貴社と製造メーカーとの販売奨励

金に係る合意時期が平成26年４月１日以

降であることから、販売奨励金300,000円

及び消費税等24,000円の合計324,000円

が対価の総額となります。

消費税法基本通達12―１―２ 事業

者が収受する販売奨励金等 では、『事

業者が販売促進の目的で販売奨励金等の

対象とされる課税資産の販売数量、販売

高等に応じて取引先（課税仕入れの相手

方のほか、その課税資産の製造者、卸売

業者等の取引関係者を含む。）から金銭

により支払を受ける販売奨励金等は、仕

入れに係る対価の返還等に該当する。』

と定められていますので、販売数量や販

売高に応じていない販売奨励金は、仕入

れに係る対価の返還等に該当しないこと

になります。

【貴社の会計処理】

銀行預金 324,000円 ╱ 雑収入 300,000円

╱ 仮受消費税等 24,000円

（了)
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